
飯田市
(地域計画課)

地域の計画の推進の見地から市長へ
意見を述べることができる(意見書)

市による届出内容のチェック【基準】

指導、勧告、命令
(届出日から30日以内)

土地利用基本方針 （地域別方針） 景観計画 （地域景観計画）

特定開発事業
等の基準

土地利用
基本計画

地域土地利用計画
(土地利用の誘導基準)

標識の設置
(届出日～行為完了)
※特定地区に限る

行為の着手
(届出日から31日以降)

特
定
開
発
事
業
等

事業着手の届出
（事業着手届）

事業完了の届出
（事業完了届）

事業完了の確認
（届出日から14日以内）

適合証の交付
（確認日から７日以内）

行為完了

市長へ説明会の開催要請
（同意見書による）

事業者等へ説明会
の開催要請（要請書）

説明会の開催(14 日以内)

説明会の報告(14 日以内)

飯田市

届出者

土地利用に関する届出等の流れ

凡例

届
出
対
象
、
基
準
の
強
化
の
提
案
、
申
出

景観育成基準
(普通地域)

景観育成基準
(景観育成特定地区)

連携
地域協議会へ通知
（届出等受理通知書）

まちづくり委員会

土地利用調整条例

各
条
例

届出者
【行為の届出】

基準を満たし、支障が
ないと市長が認める場
合は、期間を短縮する
ことを通知します。

行為の種類
によっては、90
日を超えない
範囲で延長す
る場合もありま
す（屋外広告物
を除く）。

特
定
開
発
事
業
以
外

利用開始

土地利用計画
審議会

地
域
協
議
会
の
意
見
を
添
え
て

土
地
利
用
計
画

審
議
会
等
の
審
議

市

市


